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第１節 未来を担う八千代の人づくり 

 
第１項 教育内容の充実 

 

【現況と課題】 

本町では、本町の将来を担う子どもたちの健全な学習・成長に向けて、学習指導要

領の改定に適切に対応した教育内容の充実とともに、施設の充実や安全の確保などに

努めてきました。 

一方、幼保一元化の検討、小学校での外国語教育義務化や小中一貫教育を実施する

ための義務教育学校制度の創設など、教育内容は多様に変化しているとともに、少子

化のさらなる進行、家庭や地域における教育力の低下などへの対応は、依然大きな課

題となっています。 

今後とも、教育施設の整備・充実はもとより、安全な学習環境づくりや地域学習の

推進など、総合的な教育環境の充実に学校と地域が一体となって取り組み、八千代町

を愛する健康で健全な子どもの育成に努めていく必要があります。 

 

 

《基本方針》 

八千代町の将来を担う子どもたちが、地域に愛着を持ち、心身ともにたくましく育

ち、学ぶことができるよう、教育内容のさらなる充実を図ります。 

 

 

（目標指標） 

目 標 項 目 
現況値 

（平成 26年） 

目標値 

（平成 32年） 
目標設定の考え方 

学校訪問指導※１実施回数 51 回/年 ６0 回/年 学校訪問指導の充実を図る。 

小中学校相互授業研究※２

実施回数 
３回/年 ５回/年 

授業参観実施回数の増加を

目指す。 

１年間に 50 冊以上読書し

た児童数（4・5・6年生） 
100％ 100％ 

小学生高学年全員に、50 冊

以上の読書を推進する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１ 学校訪問指導 
教育事務所、教育委員会による学校訪問指導。 

※２ 小中学校相互授業研究 
小中の連携を深めるため、小中学校間で先生がお互いに授業を参観するもの。 
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（具体的な施策の内容） 

施 策 施 策 の 方 針 主 な 取 組 

１．基礎学力・基礎

体力の定着 

○学習指導要領の改定に対応しつ

つ、学校との連携による特色ある

教育内容の充実を図り、児童生徒

の確かな学力や体力の定着・向上

を図ります。 

・学校訪問指導の実施 

・学力向上対策事業 

・体力向上支援事業 

・ＴＴ講師※３の配置 

・社会科副読本の作成 

○新しい教員評価や人材育成・学校

活性化支援システムを活用し、教

職員の資質の向上を図ります。 

・新しい教員評価の実施 

・校内研修の充実 

２．相談・指導の

充実 

○就学相談や心の相談など、児童生

徒が安心して教育を受けることの

できるよう、相談・指導体制を整

備します。 

・学校指導員、生徒指導員の

設置 

・スクールカウンセラーの配置 

・就学指導、就学相談 

３．読書活動の充実 ○児童生徒一人ひとりの豊かな心を

育むため、図書館と連携し、小中

学校における読書活動を積極的に

推進します。 

・子ども読書活動推進計画の

実施 

・小中学校読書推進事業 

４．時代に対応した

教育の推進 

○小学校英語活動推進委員会を中心

に、小学校外国語活動・教育内容

の充実と教職員の資質向上を図り

ます。 

・小学校外国語研修講座の実施 

・小中学校相互授業参観の実施 

○情報化時代に対応した教育内容の

充実を図ります。 

・パソコン教室の有効活用 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※３ ＴＴ講師 
２人以上の教職員が連携・協力を通して一人ひとりの子ども及び集団を指導するティーム・ティーチン

グを行う講師。 
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第２項 教育環境の充実 

 

【現況と課題】 

本町においては、幼稚園の認定子ども園への移行が進み、教育・保育の一体的な提

供が図られています。今後とも、教育環境の充実に向けて、整備や運営に対する助成

を図っていく必要があります。 

また、保護者の負担軽減のため、就園奨励等補助制度の適切な運用を維持する必要

があります。 

小中学校教育については、学校施設の耐震化を引き続き進め、耐震化が完了した後

は施設の適正な維持管理に努めるとともに、教育内容の充実を図るため、施設のさら

なる整備を図る必要があります。 

また、学校給食法の改正・施行を踏まえ、食に関する指導、食育などの健康教育活

動を推進するとともに、安全・安心な給食を提供していくため、衛生管理の徹底と老

朽化した施設の整備・更新を図る必要があります。 

さらに、児童生徒を犯罪の被害から守るため、防犯パトロールや防犯教育などを定

期的に実施しており、今後とも犯罪防止のため、学校、地域、家庭が連携を取り合っ

て対策を強化していく必要があります。 

 

 

《基本方針》 

八千代町の将来を担う子どもたちが、健全に、安心して学ぶことができるよう、教

育環境の充実を図るとともに、地域、学校及び保護者が一丸となって取り組んでいき

ます。 

 

 

（目標指標） 

目 標 項 目 
現況値 

（平成 26年） 

目標値 

（平成 32年） 
目標設定の考え方 

小中学校耐震化率 

89.3％ 

(平成 27 年 

4 月現在) 

100％ 
耐震化整備計画に基づき、耐震化

率 100％を目指す。 

「子どもを守る 110番の家」

登録件数 

434 件 

(平成 27 年 

4 月現在) 

450 件 
登録件数の維持確保を図り、登下

校時の安全を図る。 
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（具体的な施策の内容） 

施 策 施 策 の 方 針 主 な 取 組 

１．幼児教育環境の 

充実 

○幼児教育の質の向上を目的とし

て、教職員研修や教育機能の充実

を支援していくとともに、幼稚園

就園の奨励、保護者負担の軽減を

図ります。 

・運営研究費 

・就園奨励費 

・負担軽減補助金 

２．認定こども園へ

の移行促進 

○幼稚園と保育所の機能を併せ持つ

認定こども園への移行を促進し、

質の高い教育・保育サービスの一

体的な提供を推進します。 

・認定こども園への移行促進 

３．学校施設の維持

管理 

○国際化や情報化など、多様な教育

環境の整備に対応し、学校施設の

維持・管理を推進するとともに、

学校の安全を図ります。 

・東中学校改築事業 

・パソコン整備及び地域情報シ

ステムのネットワーク化 

・学内の安全確保 

・教育情報ネットワーク（不審

者情報）の活用 

４．特別支援教育の 

充実 

○経済的な援助や特別な支援が必要

な児童生徒に対する教育体制の充

実に努めます。 

・就学指導、就学相談 

・特別支援教室、適応指導教室 

・要保護児童生徒の支援 

５．学校給食の充実 ○給食施設の整備・更新や衛生管理

を徹底するとともに、食育に関す

る指導や地場産物を活用した多

様な献立の考案など、給食の充実

を図ります。 

・給食センターの整備・更新 

・給食向上助成事業 

・食育の推進 

・地産地消の推進 

６．児童・生徒の安

全・安心の確保 

○学校、警察、地域住民（保護者）

等の連携のもと、犯罪被害を未然

に防ぐ体制の充実を図るととも

に、登下校時の子どもたちの避難

場所の確保を図ります。 

・保護者による通学路のパトロ

ール 

・教育委員会職員による防犯パ

トロール 

・子どもを守る 110 番の家 

・通学路の防犯灯の維持管理 

７．開かれた学校

づくり 

○学校、家庭、地域が一体となって、

地域ぐるみで子どもを育て、学校

を支援していく体制づくりを推

進するとともに、学校施設の開放

等を通じて開かれた学校づくり

を進めます。 

・学校支援ボランティア活動の

実施 

・推進組織の整備、充実 

・学校体育施設開放事業 
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第２節 生きがいのある文化的なまちづくり 

 
第１項 生涯学習の充実 

 

【現況と課題】 

本格的な高齢社会を迎え、様々な世代の学習要求は多様化し、高まり、社会教育活

動や生涯学習の環境づくりがますます重要になっています。 

中央公民館は、今後とも地域住民の様々なニーズへ対応しながら、学習・交流活動

の活性化、情報の収集、発信を通して、地域の教育力の向上を目指すとともに、安心

して利用できるよう、施設の計画的な改修を図っていく必要があります。 

図書館は、町民の身近な資料や情報の利用に供する生涯学習の拠点として、資料、

情報を豊富に揃えるとともに、企画展や展示会、イベントの開催により利用の活性化

を推進し、また、さらなるサービスの充実と利用促進を図っていくため、施設の計画

的な改修を図っていく必要があります。 

 

 

《基本方針》 

町民誰もが、生涯を通じて学習のできる体制の整備充実を図るとともに、社会教育

活動の充実により、生きがいのあるまちづくりを進めます。 

また、公民館・図書館が、町民の社会教育、地域づくりの拠点としての中心的な役

割を果たし、文化の香りが高く、明るく住み良い、誇れる個性のある地域づくりに貢

献できるよう、利用しやすい施設づくりや事業内容の充実を図ります。 

 

 

（目標指標） 

目 標 項 目 
現況値 

（平成 26年） 

目標値 

（平成 32年） 
目標設定の考え方 

中央公民館年間利用者数 39,588 人 40,000 人 
講座等の充実により、公民館利用

者の増加を目指す。 

図書館の年間利用者数 23,057 人 25,000 人 
図書館サービスの充実等により、

利用者の増加を目指す。 
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（具体的な施策の内容） 

施 策 施 策 の 方 針 主 な 取 組 

１．生涯学習推進

体制の充実 

○各世代における学習ニーズに対応

するため、学習機会の拡充と学習情

報の提供に努めるとともに、指導者

の養成確保を図ります。 

・リーダーバンク※１登録の推進 

○「町民一学習」「集落一学習」「グル

ープ一学習」を推進するために、イ

ベント等を開催し、学習活動の実践

と PR に努めます。 

・生涯学習イベント（秋まつり） 

２．公民館事業の

推進 

○高齢社会に対応し、地域住民の

様々な学習要求に応え、地域の文

化等の拠点となれるよう、講座、

教室、高齢者・女性学級の開設や

伝統文化の伝承等の機会、イベン

トを実施します。 

・公民館講座、教室 

・各種展示 

・ミニシアター 

・施設の維持管理 

３．図書館サービス

の充実と利用

促進 

○町民の生涯学習の最も身近な施設

として、他館や関係機関との連携協

力のもと、資料・情報の収集、提供

体制の整備充実を図るとともに、快

適な環境づくりに努めます。 

・図書館資料の整備充実 

・施設の維持管理 

○利用しやすいサービス体制の構築

や図書館行事の企画、開催やＰＲ活

動を充実し、利用を促進します。 

・図書館利用の促進 

・図書館サービスの充実 

・図書館行事の開催 

・読書団体の育成 

４．社会教育活動

の推進 

○女性団体などの社会教育団体や学

習グループの育成と活動の支援に

努めるとともに、各種団体間の連携

による活動の活発化を図ります。 

・社会教育団体の育成支援 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※１ リーダーバンク 

生涯学習やスポーツなどの指導者として活躍する人材を登録する人材バンク。 
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第２項 地域文化の振興 

 

【現況と課題】 

本町ではこれまで、文化協会や祭ばやし連合会などの活動支援、菊花展の開催、芸

術文化普及事業の開催などにより、伝統文化、芸術の振興に努めてきました。しかし

ながら、各文化団体においては会員の高齢化、後継者不足などにより、将来活動の継

続が困難な状況が生じています。 

今後は、各団体において若い世代の参加を促進し、文化活動の充実、継承を図って

いく必要があります。 

文化財保護では、県指定２件、町指定 40 件が文化財に指定されており、今後とも

未調査の文化財の計画的な調査を進め、保存・活用を図っていく必要があります。 

また、埋蔵文化財の保護では、年々増加傾向にある各種開発に適切な対応を図って

いく必要があります。 

さらに、歴史民俗資料館活動では、歴史・民俗資料の収集・保存・活用による施設

の利用促進及び施設の計画的な改修を図っていくとともに、地域の生活文化などを生

かした特色あるまちづくりに向けて、町民と共に取り組んでいく必要があります。 

 

 

《基本方針》 

文化協会などの活動を支援しながら、町民が芸術・文化にふれる機会をより一層拡

充し、郷土に根ざした芸術・文化の伝承と振興に努めていきます。 

また、先人の築いた歴史・文化を後世に伝えるため、文化財保護計画に基づき、長

期的展望に立った文化財の保護・保存・活用を図るとともに、郷土の歴史・文化に触

れる学習の場として、歴史民俗資料館の利用促進を図ります。 

 

（目標指標） 

目 標 項 目 
現況値 

（平成 26年） 

目標値 

（平成 32年） 
目標設定の考え方 

芸術・文化普及事業

参加者数 
280 人 300 人 

芸術講演事業の参加者の増加

を目指す。 

町指定・県指定文化財

への推進 

県指定 ２件 

町指定 40 件 

県指定 3件 

町指定 43 件 

新たに文化財の町指定・県指

定を推進する。 

資料館入館者数、利用者数 1,623 人 1,700 人 
歴史民俗資料館の入館者数の

増加を目指す。 
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（具体的な施策の内容） 

施 策 施 策 の 方 針 主 な 取 組 

１．芸術・文化

活動の推進 

○各文化団体を育成し、町民の自主的

な文化活動を支援することにより、

町の文化の向上と振興を図ります。 

・文化協会の活動支援 

・祭ばやし連合会の活動支援 

○芸術文化普及事業の推進、菊花展の

開催などを通し、町民が芸術・文化

にふれる機会の拡充を図るととも

に、町の芸術文化の振興を図ります。 

・芸術文化普及事業の開催 

・菊花展の開催 

○芸術文化団体において若い世代の参

加を促進し、後継者の育成、伝統文

化の継承を図ります。 

・後継者の育成 

・伝統文化の継承 

２．文化財の 

保護・保存・ 

活用 

○未指定文化財の調査を実施し、新た

に文化財の指定を図ります。 

・文化財の調査・指定・保存

事業 

○指定文化財の防火防犯、保存修理、

史跡整備など保存・活用を図ります。 

・指定文化財保存・活用事業 

○開発との調整を図り、試掘調査・発

掘調査を実施し、埋蔵文化財の保護

を図ります。 

・埋蔵文化財調査・保存事業 

○文化財所有者や町民への文化財の普

及啓発を図るとともに、文化財の保

護・保存・活用を推進します。 

・文化財の普及・啓発事業 

３．歴史民俗資

料館活動等

の充実 

○歴史民俗資料を計画的に収集し、適

切な環境での資料の収蔵や保存を図

るとともに、学習機会の提供に努め、

生涯学習の場として活用します。 

・資料収集・保存・活用事業 

・資料展示活用事業 

・資料館教育普及事業 

４．歴史・文化を

生かしたまち

づくりの推進 

○地域の生活文化など、いまだ埋もれ

ている地域資源を発掘し、地域の歴

史・文化を生かしたまちづくりを推

進します。 

・歴史文化まちづくり構想の

検討 
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第３節 健やかでたくましい人づくり 
 

第１項 青少年の健全育成 

 

【現況と課題】 

少子化や核家族化の進行、様々な情報の氾濫などを背景に、青少年を取り巻く社会

環境はますます複雑化しており、いじめ問題や不登校、暴力や犯罪への関与など、少

年非行も低年齢化、凶悪化する傾向が全国的にも大きな社会問題となっています。 

本町ではこれまで、学校や地域、家庭の連携のもと、地域環境の浄化や非行防止活

動等を積極的に推進してきました。 

また、豊かな人間性を持った青少年を育成するため、家庭教育学級の開設や親子ふ

れあい活動など、子どもを対象とした事業を積極的に取り入れ、心豊かな家庭づくり

の推進に努めてきました。 

今後とも、青少年が本町の将来の担い手として、広い視野を持ち健全に育成される

よう、引き続き、青少年活動を支援するとともに、青少年に良好な環境を町・地域ぐ

るみで整備していく必要があります。 

 

 

《基本方針》 

地域や家庭が連携し教育力を高め、青少年が心身ともに健康で人間性豊かに成長で

きるよう、町・地域ぐるみで健全育成の環境・体制づくりを推進します。 

 

 

（目標指標） 

目 標 項 目 
現況値 

（平成 26年） 

目標値 

（平成 32年） 
目標設定の考え方 

地域子ども教室参加者数 381 人/延 500 人/延 
地域子ども教室の参加者の増加

を目指す。 
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（具体的な施策の内容） 

施 策 施 策 の 方 針 主 な 取 組 

１．青少年健全育成

活動の推進 

○様々な社会環境に対応できる豊か

な人間性を持った青少年を育成す

るため、団体やグループでの体験型

活動を推進します。 

・青少年相談員活動 

・子ども会連合会事業 

・長期宿泊体験事業 

・子ども教室 

・はたちのつどい 

２．青少年健全育成

環境の整備 

○学校、地域、家庭及び関係団体との

連携のもと、青少年に有害な環境の

浄化活動を促進します。 

・パトロールの実施 

・あいさつ声かけ運動 

・環境浄化活動 

３．地域や家庭にお

ける教育への支

援 

○家庭教育学級の推進を図り、親の教

育に対する正しい認識と適切な指

導方法を浸透させ、健全で心豊かな

家庭づくりを推進します。 

・家庭教育学級の開設 

・親子ふれあい関連事業 
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第２項 生涯スポーツの充実 

 

【現況と課題】 

体育やスポーツは、人間性を豊かにするとともに、健康で文化的な生活を営むうえ

できわめて重要な役割を果たすものです。近年、町民の健康に対する関心は一層高ま

り、生活水準の向上や自由時間の増大に伴って、健康づくり、体力づくりのため、ス

ポーツを楽しむグループが多くなっています。 

また、平成 31 年に茨城国体※1、平成 32 年に東京オリンピック・パラリンピック

など、大きなイベントが開催されることに伴い、スポーツに対する気運が高まってき

ています。 

今後とも、町民の誰もが、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむこと

ができるよう、施設の整備やスポーツ団体・指導者の養成、スポーツ情報の収集・提

供など、生涯スポーツ環境のさらなる充実を図っていく必要があります。 

 

 

《基本方針》 

町民が生涯にわたり、スポーツ・レクリエーション活動に気軽に参加でき、一人ひ

とりに合った健康づくりや体力向上に取り組むことができるよう、関係機関との連携

のもと、施設の整備・充実や組織・指導体制の充実を図ります。 

 

 

（目標指標） 

目 標 項 目 
現況値 

（平成 26年） 

目標値 

（平成 32年） 
目標設定の考え方 

各種スポーツ教室

参加者数 
61 人/年 100 人/年 

各種スポーツ教室参加者の増加

を目指す。 

体育振興普及事業

参加者数 
84 人/年 100 人/年 

スポーツ推進委員会主催、体育館

主催事業の参加者の増加を目指

す。 

スポーツ少年団加入者数 349 人 350 人 
スポーツ少年団加入者の増加を

目指す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

※１ 茨城国体 
平成 31年に茨城県で開催される予定の第 74回国民体育大会。国体は都道府県持ち回りで開催されてい

る国内最大のスポーツ大会。 
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（具体的な施策の内容） 

施 策 施 策 の 方 針 主 な 取 組 

１．スポーツ・レク

リエーション

活動の推進 

○スポーツ大会やスポーツ教室の開

催と、スポーツ・レクリエーション

の情報提供やＰＲ活動を行い、町民

の関心を高めます。 

・スポーツ・レクリエーション

活動の推進 

２．スポーツ・レク

リエーション施

設の整備活用 

○町民の誰もが、いつでも、どこでも

スポーツに親しむことができるよ

う、施設の整備と適切な管理運営に

努めます。 

・総合体育館の適正な管理と

有効活用 

・体育センターの管理運営 

・海洋センターの管理運営 

・運動公園の維持管理 

３．指導者の育成と

活用 

○研修や講習会を通して、スポーツ指

導者の養成と人材確保に努めます。 

・スポーツリーダー及び指導者

の養成 

４．スポーツ団体の

育成  

○スポーツ団体の活動を支援すると

ともに、各団体の連携の強化を図

り、生涯スポーツの普及・振興を推

進します。 

・スポーツ団体活動の支援 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


